
令和４年１月４日より電子申請開始！
安全運転管理者等の届出のうち、次の対象事務が警察庁の
行政手続サイトで電子申請できるようになります。

行政手続サイトによる手続は次のとおりとなります

ア ク セ ス

※ 届出ごとに発行される限られた時間内のみ使用可能な届出ページのアクセス先

警察署窓口での届出がパソコンでできるようになります。
北海道警察のホームページ（申請・手続き～電子申請手続）から
警察庁行政手続サイトへリンクすることができるようになります。

安全運転管理者制度に関する問合せは北海道警察本部交通企画課へ

（☎011－251－0110）

● 安全運転管理者等の選任の届出
● 安全運転管理者等の解任の届出
● 安全運転管理者等の届出記載事項の変更の届出

申 請 者 警 察 庁・警察行政サイト

対象手続を選択
氏名・メールアドレスを入力して送信

ワンタイムURL（※）の発行

ワンタイムURLをクリック
届出書類等を作成して手続完了

管 轄 警 察 署

安全運転管理者証の交付時のみ
管轄警察署から申請者に連絡
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安全運転管理者等の選任等は道路交通法で定められていますので
忘れずに届出しましょう。また、既に届け出されている内容に変更はあ
りませんか？変更手続きの届け出も忘れずにお願いします。
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